
状況等が改善すれば、滞納処分の停止・徴収停止を取消し、回収に取
り組む
状況の変化が無ければ、次のとおり整理する
・公債権：滞納処分の停止の継続等により債権が消滅すれば速や

かに不納欠損処分
・私債権：時効年限の経過等の状況に応じて、債権放棄

令和５年度

決算時未収金 ３５２億円

【６年５月末】

うち徴収済              ▲６５億円

うち不納欠損処分等    ▲５４億円

≪回収債権≫

法的手続きを含む徴収
対策に取組むもの

［１６０億円］（68.6%）

生活困窮状態や死亡・行
方不明等で徴収見込みの
ないもの

［１９億円］（8.0％）

市税における効果的・効率的な徴収対策
を基本にした、全市的な取組の方針

処分したもののうち、換価
前のもの

［１０億円］（4.1％）

分割納付等（時効の更新）
により徴収しているもの

［１８億円］（7.5％）

滞納処分の停止・徴収停
止等の決定を行ったもの
や時効年限を経過したも
の

［５５億円］ （23.4％）

速やかに換価等ができるように努める

速やかに滞納処分の停止・徴収停止等の手続きを行う

交渉中のもの

［１３３億円］（57.0％）

安易に時効を迎えることなく、徴収できるもの・法的処分に移行するも
の・分割納付に応じるもの等に区分したうえで、「債権管理の手引き」等
に沿って、着実に滞納整理を行う

２３３億円

【令和６年度

決算時

（過年度分）】

７年３月末現在 ▲１１９億円

≪整理債権≫

債務者が生活困窮状態
で回復が望めないなど回
収が極めて困難なもの

［７３億円］（31.4%）

（３）過年度未収金の解消に向けた方向性

時効更新のうえ、完済に至るまで納付状況を常時管理し、確実に履行
するよう努める
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（３）過年度未収金の解消に向けた方向性

ア 令和５年度決算時未収金残高（352億円）の徴収・整理状況グラフ



イ 令和６年度決算時未収金残高（過年度分233億円）の取組状況グラフ
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